
子ども・子育てビジョン（平成２２年１月２９日閣議決定）（抄）

第４ 目指すべき社会への政策４本柱と１２の主要施策

３つの大切な姿勢を踏まえ、次のような「目指すべき社会への政

策４本柱」と「12の主要施策」に従って、取組を進めます。なお、

具体的な各種施策の内容については、「別添１」に整理しています。

別添１ 施策の具体的内容

４．男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ（ワーク・ライフ・バランス

の実現）

（11）働き方の見直しを

≪長時間労働の抑制、テレワークの活用等、働き方の見直しに向

けた環境整備を図る≫

（略）

□ 長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進

・ 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等、労働者の健

康と生活に配慮し、多様な働き方に対応できるような労使の自

主的な取組（労働時間等の設定の改善）について、事業主等が

適切に対処するために必要な事項を定めた「労働時間等見直し

ガイドライン」（労働時間等設定改善指針）を周知します。

（略）
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年
次

有
給

休
暇

の
取

得
率

等
の

推
移

50
.0
 
51
.5

52
.9

54
.6

56
.1

56
.1

53
.9

55
.2

54
.1

53
.8

51
.8

50
.5

49
.5

48
.4

48
.1

47
.4

46
.6

47
.1

46
.6

46
.7

47
.4

45
.0
 

50
.0
 

55
.0
 

60
.0
 

(4
8.
1)

％

7.
6 

7.
9 

8.
2 

8.
6 

9.
0 

9.
1 

9.
1 

9.
5 

9.
4 

9.
4 

9.
1

9.
0

8.
9 

8.
8 

8.
8 

8.
5 

8.
4 

8.
4 

8.
3 

8.
2 

8.
5 

15
.3
 
15
.4
 
15
.5
 
15
.7
 
16
.1
 
16
.3
 
16
.9
 
17
.2
 
17
.4
 
17
.4
 
17
.5
 
17
.8
 
18
.0
 
18
.1
 
18
.2

18
.0
 
18
.0
 
17
.9

17
.7

17
.6

18
.0

0.
0 

5.
0 

10
.0
 

15
.0
 

20
.0
 

6
3

平
成

元
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

付 与 日 数 ・ 取 得 日 数

（
資

料
出
所
）

厚
生
労
働
省
｢就

労
条
件
総
合
調
査
｣（
平
成
１
１
年
以
前
は
「
賃
金
労
働
時
間
制
度
等
総
合
調
査
」
に
よ
る
）

（
注

）
１
）

「
対

象
労

働
者

」
は
「
常

用
労

働
者

」
か
ら
「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労

働
者

」
を
除

い
た
労

働
者

で
あ
る
。

２
）

「
付
与
日
数
」
に
は
、
繰
越
日
数
を
含

ま
な
い
。
「
取

得
率

」
は
、
全

取
得

日
数

／
全

付
与

日
数

×
１
０
０
（
％

）
で
あ
る
。

３
）

平
成
1
8
年
以
前
の
調
査
対
象
：
「
本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
企

業
」
→

平
成

1
9
年

調
査

対
象

：
「
常

用
労

働
者

が
3
0
人
以
上

の
民

営
企

業
」

（
参
考
）
平
成
１
８
年
以
前
の
調
査

方
法

に
よ
る
平

成
１
９
年

の
平

均
取

得
率

４
７
．
７
％

平
成

２
０
年

の
平

均
取

得
率

４
８
．
１
％

年

取 得 率

日

(4
7.
7)

●
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

率
に
つ
い
て
は

、
近

年
５
割

を
下

回
る
水

準
で
推

移
し
て
い
る
。

38 ページ



「
国

民
の

祝
日

数
」

及
び

「
国

民
の

休
日

数
」

の
推

移
 

 

施
行
年
度

 
「
国
民
の
祝
日
数
」

 

及
び
「
国
民
の
休
日
数
」

制
定
さ
れ
た
「
国
民
の
祝
日
」
及
び
「
国
民
の
休
日
」

 

昭
和

23
年
度

 
9 

○
元
日

(1
/1

) 
  
○
成
人
の
日

(1
/1

5)
  

 ○
春
分
の
日

(春
分
日

) 
○
旧
･
天
皇
誕
生
日

(4
/2

9)
  
○
憲

法
記
念
日

(5
/3

) 
 ○

こ
ど
も
の
日

(5
/5

) 
○
秋
分
の
日

(秋
分
日

) 
  
○
文
化
の
日

(1
1/

3)
  
○
勤
労
感
謝
の
日

(1
1/

23
) 

昭
和

41
年
度

 
12

 
○
建
国
記
念
の
日

(2
/1

1)
  

 ○
敬
老
の
日

(9
/1

5)
  
○
体
育
の
日

(1
0/

10
) 

昭
和

63
年
度

 
13

 
○
国
民
の
休
日

(5
/4

)【
増
設
】

 

平
成
元
年
度

 
14

 
○
み
ど
り
の
日

(4
/2

9 
※
旧
･
天
皇
誕
生
日
か
ら
改
名

) 
○
新
･
天
皇
誕
生
日

(1
2/

23
)【

増
設
】

 

平
成

8
年
度

 
15

 
○
海
の
日

(7
/2

0)
【
増
設
】

 

平
成

19
年
度

 
15

 
○
昭
和
の
日

(4
/2

9 
※
み
ど
り
の
日
か
ら
改
名

) 
 

○
み
ど
り
の
日

(4
/2

9
か
ら

5/
4
に
期
日
変
更

) 

 

       

 

 ○
平
成

12
年
度
施
行

 

｢
成
人
の
日

｣ 
 1

/1
5 

→
 1

月
第

2
月
曜
日

 

｢
体
育
の
日

｣ 
10

/1
0 

→
 1

0
月
第

2
月
曜
日

 

 ○
平
成

15
年
度
施
行

 

｢
海
の
日

｣ 
 7

/2
0 

→
 7

月
第

3
月
曜
日

 

｢
敬
老
の
日

｣ 
9/

15
 →

 9
月
第

3
月
曜
日

 

ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
制
度

 
【

4
月

29
日
】

 

旧
･
天
皇
誕
生
日
（
昭
和

23
年
度
）

 ⇒
 み

ど
り
の
日

(平
成
元
年
度

) 
⇒

 昭
和
の
日

(平
成

19

年
度

) 

 【
5
月

4
日
】

 

『
国
民
の
休
日
』

(昭
和

63
年
度

) 
⇒

 み
ど
り
の
日

(平
成

19
年
度

) 

※
祝
日
法
の
改
正
に
よ
り
昭
和

63
年
度
か
ら

2
つ

の
祝
日

に
挟

ま
れ

た
平

日
を

休
日

と
す

る
国

民

の
休
日

を
制
定
(憲

法
記
念
日
と
こ
ど
も
の
日
に
挟
ま
れ
て
い
る
)
｡
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資
料

出
所

：
「
労

働
時

間
等

の
設

定
の

改
善

の
促

進
を

通
じ

た
仕

事
と

生
活

の
調

和
に

関
す

る
意

識
調

査
（
平

成
2
1
年

度
）
」

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
へ

の
た

め
ら

い
（

平
成

２
１

年
度

）

　

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
へ

の
た

め
ら

い

た
め

ら
い

を
感

じ
る

2
2
.0

％

や
や

た
め

ら
い

を
感

じ
る

4
2
.1

％

あ
ま

り
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

2
5
.6

％

全
く

た
め

ら
い

を
感

じ
な

い

9
.8

％

無
回

答

0
.5

％

た
め

ら
い

を
感

じ
る

理
由

（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）
6
7
.3

4
1
.3

 3
4
.4

 1
7
.2

1
0
.2

5
.5

0
.4た
め

ら
い

を
感

じ
る

理
由

（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）

み
ん

な
に

迷
惑

が
か

か
る

後
で

多
忙

に
な

る
か

ら

職
場

の
雰

囲
気

で
取

得
し

づ
ら

い

上
司

が
い

い
顔

を
し

な
い

昇
格

や
査

定
に

悪
影

響
が

あ
る

そ
の

他

無
回

答

4
6
.9

 4
0
.3

 2
4
.1

 2
3
.0

 1
0
.4

 

4
.1

 
5
.9

 た
め

ら
い

を
感

じ
な

い
理

由
（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）

職
場

の
雰

囲
気

で
取

得
し

や
す

い

当
然

の
権

利
だ

か
ら

効
率

的
に

仕
事

が
で

き
る

環
境

だ
か

ら

仕
事

に
影

響
を

生
じ

な
い

か
ら

上
司

・
会

社
か

ら
休

む
よ

う
言

わ
れ

る

そ
の

他

無
回

答

全
体

の
約

３
分

の
２

の
労

働
者

は
、

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
に

た
め

ら
い

を
感

じ
て

お
り

、
「
全

く
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

」
労

働
者

は
9.
8％

と
極

め
て

少

な
く
、

「
あ

ま
り

た
め

ら
い

を
感

じ
な

い
」
（
25
.6

％
）
労

働
者

を
合

わ
せ

て
も

、
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

割
合

は
全

体
の

約
３

分
の

１
程

度
に

す
ぎ

な
い

。
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設
け
て
い
る

５
２
．
１
％

無
回
答

０
．
９
％

設
け
る
予
定
な
し

２
６
．
６
％

今
後
設
け
る
予
定

２
０
．
４
％

※
資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
の
促
進
を
通
じ
た
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
関
す
る
意
識
調
査
（
平
成
２
１
年
）

※
「
あ
な
た
の
会
社
で
は
、
労
働
時
間
等
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
労
使
が
話
し
合
い
を
行
う
た
め
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会

を
は
じ
め
と
す
る
労
使
間
の
話
し
合
い
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
」
へ
の
回
答

労
働

時
間

等
の

課
題

に
つ
い
て
労

使
が

話
し
合

い
の

機
会

を
設

け
て
い
る
割

合
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